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民事再生手続における保全処分の機能と展開（一）
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民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
機
能
と
展
開
（
一
）

藤　
　

本　
　

利　
　

一

は　

じ　

め　

に

　
「
和
議
手
続
の
死
命
を
決
す
る
の
は
開
始
決
定
前
の
段
階
で
あ
」
る
と
さ
れ
て
い
た
。
手
続
に
か
か
る
期
間
に
つ
い
て
、
開
始
決
定
ま

で
の
期
間
が
総
期
間
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
あ
る
意
味
で
慎
重
な
手
続
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
の
は
、

「
保
全
処
分
の
濫
用
」
の
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
は
、
民
事
再
生
手
続
の
導
入
に
よ
り
、
そ
う
し

た
「
濫
用
」
の
お
そ
れ
は
大
き
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。「
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
た
「
保
全
処
分
」
の
在

り
方
、
ま
た
そ
こ
か
ら
発
展
し
、
論
じ
る
べ
き
問
題
が
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
今
後
考
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
法
的
整

理
手
続
、
と
く
に
再
建
型
倒
産
処
理
ス
キ
ー
ム
の
果
た
す
べ
き
機
能
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
利
用
選
択
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高

め
る
方
向
性
を
探
る
こ
と
を
背
景
的
視
点
と
し
た
う
え
で
、
よ
り
よ
い
保
全
処
分
の
形
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
権
利
行
使
禁
止
の

効
果
を
生
み
出
す
法
的
倒
産
手
続
の
開
始
決
定
の
効
果
は
、
裁
判
所
（
司
法
）
の
関
与
す
る
手
続
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た

当
該
手
続
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
債
務
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
保
全
処
分
は
、
そ
の
開
始
決
定
を
代
替
し
、

前
倒
し
す
る
機
能
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
在
り
方
は
、
法
的
倒
産
手
続
の
死
命
を
決
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

（
1
）

（
2
）
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本
稿
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
端
緒
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
、「
民
事
再
生
研
究
会
」
の
実
施
し
た
東
京
・

大
阪
・
仙
台
・
那
覇
の
各
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
再
生
事
件
記
録
に
基
づ
く
調
査
・
分
析
を
利
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
和
議
手
続
で
問
題
と
さ
れ
、
民
事
再
生
法
お
よ
び
そ
の
後
の
実
務
運
用
で
修
正
さ
れ
た
保
全
処
分
利
用
の
実
態
の
一
端

が
明
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
和
議
手
続
で
問
題
と
さ
れ
た
点
（「
保
全
処
分
の
濫
用
」）
が
、
民
事
再
生
手
続
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
た
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
考
え
る
べ
き
課
題
が
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
倒
産
法
に
関
す
る
若
干
の
比
較
法
的
分
析

を
踏
ま
え
て
、
現
在
の
保
全
処
分
の
「
輪
郭
」
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
を
指
し
示
す
こ
と
を
心
が
け
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
民
事
再
生
研
究
会
と
し
て
の
意
見
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
る
こ
と
を

付
言
し
て
お
く
。

一　

和
議
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
概
要
と
そ
の
問
題
点

1　

和
議
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
概
要

　

こ
こ
で
は
、
青
山
善
充
編
『
和
議
手
続
の
実
証
的
研
究
』（
商
事
法
務
、
一
九
九
八
年
）
に
基
づ
い
て
、
和
議
手
続
の
保
全
処
分
に

関
す
る
分
析
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
確
認
を
す
る
。

　

再
建
型
倒
産
手
続
に
お
い
て
、
保
全
処
分
は
、
企
業
の
破
綻
が
顕
在
化
し
た
混
乱
時
に
お
い
て
、
円
滑
な
倒
産
処
理
と
特
に
将
来
の

事
業
再
建
の
基
礎
を
形
作
る
も
の
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
松
下
淳
一
教
授
に
よ
れ
ば
、
保
全
処
分
に
は
、「
和
議
手
続
・
制
度
全
体
の
現

実
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
か
と
い
う
「
和
議
観
」
が
保
全
処
分

の
と
ら
え
方
に
」
反
映
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
民
事
再
生
研
究
会
の
実
証
デ
ー
タ
を
も
と
に
分
析
を
行
う
前
提
と
し
て
、
か
つ
て
の
和

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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議
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
傾
向
と
そ
の
問
題
点
を
確
認
し
て
お
く
。

　

和
議
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
は
、
大
半
の
申
立
事
件
で
発
令
さ
れ
て
い
た
（
昭
和
五
七
年
＝
八
六
％
、
昭
和
六
二
年
＝
九
〇
％
）。

当
初
、
東
京
で
発
令
率
が
低
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
（
昭
和
五
七
年
＝
五
二
％
、
昭
和
六
二
年
＝
七
九
％
）、
そ
れ
は
、
保
全
処

分
の
濫
用
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
申
立
段
階
で
債
権
者
の
同
意
書
を
要
求
す
る
と
い
う
運
用
の
影
響
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。

　

発
令
の
頻
度
が
高
い
保
全
処
分
は
、
弁
済
禁
止
、
借
入
禁
止
、
処
分
禁
止
（
執
行
官
保
管
、
動
産
仮
差
押
え
、
占
有
移
転
禁
止
、
担

保
設
定
禁
止
も
こ
の
亜
種
と
い
え
よ
う
）
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
保
全
処
分
の
内
容
お
よ
び
発
令
態
様
に
は
か
な
り
の
地
域

差
が
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
業
務
報
告
保
全
処
分
の
発
令
数
に
つ
い
て
、
東
京
と
大
阪
で
は
差
が
あ
り
、
東
京
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

保
全
処
分
の
発
令
時
期
は
、
和
議
申
立
即
日
お
よ
び
そ
の
翌
日
が
過
半
数
を
占
め
、
申
立
後
三
日
以
内
の
期
間
に
は
大
半
の
事
件
が

含
ま
れ
、
特
段
の
顕
著
な
地
域
差
は
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
負
債
総
額
と
の
相
関
関
係
は
特
に
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た
終
結
態
様
と
の

相
関
関
係
も
特
に
み
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
弁
済
禁
止
の
保
全
処
分
の
発
令
に
つ
い
て
、
東
京
で
は
、
申
立
段
階
で
債
権
者
の
和
議
条
件
に
対
す
る
同
意
書
を
一
定

数
な
い
し
一
定
割
合
提
出
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
運
用
が
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
運
用
は
、
保
全
処
分
の
濫
用
防
止
を
目
的
と
し
て

い
た
が
、
申
立
間
際
の
混
乱
時
に
債
権
者
か
ら
同
意
書
を
集
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
後
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、

大
阪
で
は
、
申
立
段
階
で
債
務
者
審
尋
を
実
施
し
、
保
全
処
分
の
濫
用
に
対
応
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

弁
済
禁
止
の
保
全
処
分
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
で
、
個
別
に
解
除
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
解
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
動
産
（
商
品
）
の
個
別
の
売
却
や
手
形
割
引
の
た
め
の
仮
差
押
え
・
処
分
禁
止
の
仮
処
分
、
お
よ
び
特
定
の
債
権
者
（
給
与
債

権
者
を
含
む
少
額
債
権
者
、
下
請
会
社
等
の
事
業
継
続
に
必
要
な
取
引
の
相
手
方
債
権
者
）
へ
の
弁
済
禁
止
仮
処
分
が
多
い
と
さ
れ
た
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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個
別
解
除
が
認
め
ら
れ
る
事
件
に
は
認
可
事
件
が
多
い
と
さ
れ
、
昭
和
五
七

年
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
個
別
解
除
の
あ
っ
た
事
件
総
数
五
八
件
の
う
ち
認

可
事
件
は
四
二
件
で
あ
っ
た
（
認
可
率
は
七
二
・
四
％
）。
こ
の
こ
と
は
、

事
業
の
継
続
と
倒
産
処
理
の
進
行
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
あ
る
程
度
見
込
み

を
も
っ
て
い
る
事
件
で
あ
る
か
ら
、
と
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
た
。

2　

和
議
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
問
題
点

　

和
議
手
続
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、
い
わ

ゆ
る
「
保
全
処
分
の
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
で
あ
る
。
何
を
以
て
「
保
全
処

分
の
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
と
言
う
の
か
は
、
難
し
い
面
が
あ
る
。
当
時
、
問

題
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
弁
済
禁
止
を
中
心
と
す
る
保
全
処
分
を
得
な
が
ら
、

そ
の
後
、
和
議
手
続
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
保
全
処
分
に
よ
る
弁
済
禁
止
を
利
用
し
な
が
ら
、
財
産
を
譲

渡
・
隠
匿
し
た
り
、
債
権
者
に
債
務
免
除
・
猶
予
を
迫
っ
た
り
、
ま
た
は
一

部
債
権
者
に
偏
頗
弁
済
を
し
た
り
し
た
後
に
、
和
議
申
立
て
を
取
り
下
げ
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
和
議
手
続
を
私
的
整
理

と
連
続
的
に
と
ら
え
、
そ
こ
で
の
交
渉
を
側
面
か
ら
援
助
す
る
も
の
と
理
解

す
る
な
ら
ば
、
倒
産
危
機
時
期
に
お
い
て
保
全
処
分
を
取
得
し
、
債
権
者
と

対
等
に
交
渉
を
行
い
、
目
的
を
達
し
て
債
務
者
が
和
議
手
続
を
取
り
下
げ
た

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

裁判所 終結分類 回数 内容・相手方

旭川 認可 6  別除権者，小口債権者への弁済
釧路網走 棄却 1  一部不動産の任意売却

札幌 認可 2 債務者による手形割引
東京 認可 3 運送会社に対する運賃・保管料弁済，銀行への手形割引
東京 認可 12 商品（ベニヤ板）の売却

名古屋 認可 6 決算報告書類作成料，リース料金，従業員弁当代の弁済
名古屋 認可 2 所有権留保債権者に対する自動車割賦代金の弁済

名古豊橋 認可 14  銀行からの借入
大阪 取下 5  給料債権者に対する弁済，借入禁止・動産仮差押の解除
高松 認可 11 手形割引
福岡 認可 5  事業資金借入，船舶売却

図表 6 -⑧ 　個別解除の状況（五七年の事件より抜粋）〔青山善充編『和議法の
実証的研究』〔松下淳一〕一七五頁〕
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場
合
、
こ
う
し
た
保
全
処
分
の
利
用
は
、
必
ず
し
も
「
濫
用
」
と
は
評
価
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
和
議
手
続
と
私
的
整

理
の
関
係
に
つ
い
て
、
和
議
手
続
の
位
置
付
け
（
和
議
観
）
が
問
題
に
な
る
と
さ
れ
た
。

　
「
保
全
処
分
の
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
に
つ
い
て
は
、
和
議
手
続
の
取
下
げ
に
際
し
、
債
権
者
団
の
同
意
を
え
る
方
法
（
い
わ
ゆ
る
か

つ
て
の
東
京
方
式
）、
和
議
手
続
の
申
立
時
に
自
己
破
産
の
申
立
て
を
併
せ
て
さ
せ
る
方
法
（
い
わ
ゆ
る
大
阪
方
式
）、
ま
た
、
事
業
報

告
の
保
全
処
分
を
実
施
す
る
方
法
等
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
事
前
防
止
策
は
い
ず
れ
も
実
効
性
に
欠
け
る
と
さ
れ
、
事
後
的

な
対
策
、
つ
ま
り
、
当
時
の
会
社
更
生
法
四
四
条
に
類
似
し
た
取
下
げ
規
制
が
検
討
・
提
案
さ
れ
て
い
た
。

　

迅
速
な
保
全
処
分
の
発
令
が
混
乱
時
の
倒
産
処
理
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
倒
産
時
に
は
一
般
的

に
「
か
す
み
網
を
か
け
る
よ
う
な
」
保
全
処
分
が
と
り
あ
え
ず
発
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
倒
産
法
に
規
定
さ
れ
る
、autom

atic stay

（
自
動
的
停
止
、
以
下
、「
自
動
的
停
止
」
と
い
う
。）
の
導
入

が
検
討
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
裁
判
所
の
判
断
を
介
在
さ
せ
ず
に
申
立
自
体
に
強
力
な
効
果
を
認
め
る
の
は
日
本
の
制
度
に

な
じ
み
が
な
い
こ
と
、
ま
た
当
時
で
も
保
全
処
分
は
比
較
的
ゆ
る
や
か
に
発
令
さ
れ
て
お
り
、
申
立
て
に
よ
り
個
別
に
保
全
処
分
の
発

令
を
求
め
る
こ
と
に
し
て
も
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
あ
り
得
て
も
、
導
入
に
つ
い
て
は
消

極
的
な
傾
向
が
強
く
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

二　

民
事
再
生
手
続
の
現
状

　

本
章
で
は
、
民
事
再
生
研
究
会
（
担
当
：
近
藤
隆
司
教
授
＝
金
春
教
授
）
に
よ
る
保
全
処
分
に
関
す
る
実
証
的
分
析
の
概
要
に
つ
い

て
、
確
認
を
し
て
お
く
。

　

仮
差
押
え
、
仮
処
分
そ
の
他
の
保
全
処
分
（
民
事
再
生
法
三
〇
条
一
項
）
の
発
令
状
況
に
つ
い
て
、
調
査
デ
ー
タ
三
一
三
件
の
う
ち
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二
九
一
件
（
九
三
・
〇
％
）
で
保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
地
裁
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
事
件
で
発
令
さ
れ
て
い

た
（
東
京
九
七
・
三
％
、
大
阪
八
六
・
〇
％
、
仙
台
九
三
・
二
％
、
那
覇
九
七
・
七
％
）。
ま
た
、
発
令
が
あ
っ
た
二
九
一
件
の
う
ち
、

申
立
て
に
よ
る
発
令
は
二
七
三
件
（
九
三
・
八
％
。
な
お
、
申
立
人
は
、
す
べ
て
開
始
申
立
て
の
申
立
人
で
あ
っ
た
）、
職
権
発
令
は

一
八
件
（
六
・
二
％
）
で
あ
り
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
い
ず
れ
の
地
裁
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
申
立
て
に
よ
る
発
令
で
あ
っ
た

（
東
京
九
五
・
三
％
、
大
阪
八
九
・
五
％
、
仙
台
一
〇
〇
％
、
那
覇
九
〇
・
七
％
）。
保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
事
件
で
取
下

事
件
の
割
合
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
和
議
手
続
の
実
証
研
究
と
同
様
に
、
保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
認
可
に
至
っ
た
と
み
て
と
る
こ
と
の
で
き
る
デ
ー
タ
は
読
み
と
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
た
事
件
（
全
体
で
は
二
九
一
件
）
に
つ
い
て
、
開
始
申
立
て
か
ら
保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
る
ま
で
に
要
し
た

平
均
日
数
は
、
全
体
で
み
る
と
、
〇
・
六
四
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
開
始
申
立
て
が
な
さ
れ
た
日
（
同
日
）
の
内
に
発
令
さ
れ
て
い
た

の
が
二
一
三
件
（
七
三
・
二
％
）、
翌
日
（
一
日
）
お
よ
び
二
日
後
の
発
令
を
加
え
る
と
二
六
七
件
（
九
一
・
八
％
）
に
も
及
び
、
ほ

と
ん
ど
の
事
件
で
き
わ
め
て
迅
速
に
保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

保
全
処
分
の
内
容
は
、
和
議
法
下
に
お
い
て
は
、
弁
済
禁
止
、
担
保
提
供
禁
止
の
ほ
か
に
も
、
借
入
禁
止
、
処
分
禁
止
、
業
務
報
告
、

執
行
官
保
管
、
動
産
仮
差
押
え
、
占
有
移
転
禁
止
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
が
、
民
事
再
生
法
下
に
お
い
て
は
、

弁
済
禁
止
と
担
保
提
供
禁
止
が
基
本
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
た
二
九
一
件
の
全

件
（
一
〇
〇
％
）
で
弁
済
が
禁
じ
ら
れ
、
こ
の
う
ち
二
七
九
件
（
九
五
・
九
％
）
で
は
担
保
の
提
供
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

個
別
的
中
止
命
令
（
民
事
再
生
法
二
六
条
一
項
）
の
発
令
状
況
は
、
五
件
に
止
ま
り
、
い
ず
れ
の
中
止
命
令
も
、
弁
済
禁
止
等
の
保

全
処
分
と
同
時
に
、
ま
た
は
そ
の
後
に
発
令
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
債
務
者
か
ら
申
立
て
が
な
さ
れ
た
も
の
の
発
令
に
は
至
ら
な
か
っ

た
ケ
ー
ス
が
三
件
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
発
令
さ
れ
た
五
件
の
う
ち
の
四
件
は
、
認
可
前
に
廃
止
決
定
（
同
法
一
九
一
条
）
を
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受
け
、
そ
し
て
牽
連
破
産
と
な
っ
て
い
た
。

三　

保
全
処
分
に
関
す
る
和
議
手
続
の
問
題
点
の
克
服
と
残
さ
れ
た
課
題

1　

問
題
点
の
克
服

　

こ
れ
ま
で
に
保
全
処
分
に
関
す
る
和
議
手
続
の
概
要
と
そ
の
問
題
点
を
確
認
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
べ
く
立
法
さ
れ
た
民
事
再
生
手

続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
現
状
を
俯
瞰
し
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
和
議
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
最
大
の
問
題
は
、「
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
弁
済
禁
止

を
中
心
と
す
る
保
全
処
分
を
得
な
が
ら
、
債
務
者
が
財
産
隠
匿
や
偏
頗
弁
済
等
を
行
い
、
そ
の
後
、
和
議
手
続
の
申
立
て
を
取
り
下
げ

る
と
い
っ
た
懸
念
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
に
つ
い
て
は
、
実
務
運
用
上
、
い
わ
ゆ
る
東
京
方
式
と
し
て
、
債
権

者
の
同
意
を
得
る
こ
と
（
＋
和
議
条
件
の
履
行
可
能
性
の
疏
明
）、
大
阪
方
式
と
し
て
、
業
務
報
告
書
の
提
出
、
加
え
て
債
務
者
の
審

尋
を
行
う
な
ど
の
方
策
が
採
ら
れ
た
が
、
必
ず
し
も
、
十
分
に
効
用
を
発
揮
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

　
『
和
議
法
の
実
証
的
研
究
』
に
お
い
て
、
当
時
の
会
社
更
生
法
四
四
条
に
類
似
し
た
取
下
規
制
が
検
討
・
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
民
事

再
生
手
続
で
は
、
こ
う
し
た
取
下
制
限
の
規
定
（
民
事
再
生
法
三
二
条
）
が
導
入
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
弁
済
禁
止
の
保
全
処
分
が
な

さ
れ
た
場
合
に
は
、
申
立
債
務
者
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、
民
事
再
生
手
続
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
許
可
が
な
さ
れ
る
事
例
と
し
て
、
大
口
の
ス
ポ
ン
サ
ー
が
付
き
、
そ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
債
権
者
の
大
多
数
と
が
私
的
整
理
を

希
望
し
て
お
り
、
公
正
な
私
的
整
理
が
期
待
で
き
て
、
保
全
処
分
の
取
得
が
濫
用
的
な
意
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
ケ
ー
ス
が
例
示
さ

れ
る
。
そ
の
結
果
、
も
は
や
「
保
全
処
分
の
濫
用
」
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
も
評
価
し
う
る
。

　

ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
民
事
再
生
手
続
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
、
申
立
て
と
同
時
に
保
全
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
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こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ほ
ぼ
同
時
に
な
さ
れ
る
そ
う
し
た
処
分
は
、
予
め
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
調

査
の
対
象
と
さ
れ
た
い
ず
れ
の
地
裁
に
お
い
て
も
、
保
全
処
分
の
標
準
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
事
案
に
応

じ
て
、
柔
軟
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、『
和
議
法
の
実
証
的
研
究
』
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
、

保
全
処
分
の
主
文
を
定
型
化
し
、
あ
と
は
個
別
に
解
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
全
処
分
を
弾
力
的
に
運
用
す
る
こ
と
の
要
否
が
調
査

項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
必
要
性
を
肯
定
し
た
の
は
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
和
議
手
続
の
申
立
代
理
人
の
お
よ
そ
七
割
に

の
ぼ
る
。
ま
た
、
当
時
の
実
務
で
も
、
弁
済
禁
止
の
保
全
処
分
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
で
、
個
別
に
解
除
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
民
事
再
生
手
続
で
は
、
申
立
て
か
ら
開
始
決
定
ま
で
の
期
間
が
き
わ
め
て
短
く
な
っ
た
こ
と
も
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
債
務
者
に
は
、
不
適
法
、
不
適
切
な
行
為
の
た
め
に
「
稼
ぐ
べ
き
時
間
」
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

2　

残
さ
れ
た
課
題

　
「
濫
用
（
の
お
そ
れ
）」
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
た
「
保
全
処
分
」
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
一
つ
は
、
従
来
か
ら
そ
の
導
入
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
の
、
立
法
に
は
至
ら
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
倒
産
法
に
お
け
る
自

動
的
停
止
の
採
用
の
可
否
を
素
材
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

自
動
的
停
止
は
、
債
権
者
に
よ
る
権
利
行
使
を
禁
じ
る
制
定
法
上
の
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
申
立
て
と
同

時
に
、
直
ち
に
そ
の
効
力
を
生
じ
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
倒
産
手
続
の
核
心
的
機
能
は
、

複
数
債
権
者
を
衡
平
に
取
扱
う
こ
と
、
ま
た
、
債
務
者
の
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
ス
タ
ー
ト
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
自
動
的

停
止
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
二
つ
の
機
能
を
実
現
し
、
履
行
す
る
た
め
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
自
動
的
停
止
は
、
倒
産
裁
判
所
が
関

与
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
手
続
開
始
時
の
財
産
状
態
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
現
行
連
邦
倒
産
法
三
六
二
条
の
立
法
資
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料
に
よ
れ
ば
、「
自
動
的
停
止
は
、
倒
産
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
債
務
者
保
護
の
基
礎
と
な
る
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
債
権
者
に
よ

る
債
権
回
収
に
対
し
て
、
債
務
者
に
一
時
の
猶
予
を
与
え
る
。
・
・
・
併
せ
て
、
自
動
的
停
止
は
、
債
権
者
保
護
の
制
度
で
も
あ
る
。

自
動
的
停
止
が
な
け
れ
ば
、
特
定
の
債
権
者
の
み
が
、
債
務
者
の
財
産
か
ら
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。［
す
な
わ
ち
、］
最

初
に
債
権
回
収
に
着
手
し
た
者
［
の
み
］
が
、
他
の
債
権
者
に
優
先
し
、
か
つ
他
の
債
権
者
の
犠
牲
の
も
と
に
、
弁
済
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
、
さ
れ
る
。

　

自
動
的
停
止
は
、
絶
対
的
な
効
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
永
続
的
な
効
力
を
持
つ
も
の
で
も
な
い
。
倒
産
手
続
の
進
行
に

は
時
間
が
か
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
間
、
自
動
的
停
止
は
必
要
と
な
る
。
権
利
行
使
を
禁
止
す
る
基

本
的
理
由
が
失
わ
れ
た
場
合
に
は
、
自
動
的
停
止
の
効
力
は
自
動
的
に
失
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
財
団
に
帰
属
す
る
財
産
が
、
財
団
に

帰
属
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
き
（
連
邦
倒
産
法
三
六
二
条
⒞
⑴
）、
手
続
が
終
結
し
た
と
き
（
連
邦
倒
産
法
三
六
二
条
⒞
⑵
）
な
ど

に
、
権
利
行
使
禁
止
の
効
果
は
失
わ
れ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
行
為
が
自
動
的
停
止
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
刑
事

法
や
環
境
法
に
基
づ
く
請
求
は
、
自
動
的
停
止
の
対
象
外
と
な
る
（
連
邦
倒
産
法
三
六
二
条
⒝
）。
こ
れ
ら
の
場
合
、
債
務
者
自
身
が

権
利
行
使
禁
止
を
命
じ
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
裁
判
所
か
ら
え
る
た
め
の
積
極
的
な
責
任
を
負
担
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
自
動
的

停
止
の
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
担
保
権
者
の
側
で
、
裁
判
所
か
ら
権
利
行
使
禁
止
の
効
力
を
失
わ
せ
る
救
済
を

得
る
必
要
が
あ
る
。

　

担
保
権
者
を
含
む
債
権
者
の
権
利
行
使
を
、
包
括
的
で
な
い
に
せ
よ
、
禁
止
す
る
自
動
的
停
止
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
特
徴
で
あ
る
。

裁
判
所
の
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
権
利
行
使
禁
止
の
効
果
を
得
る
負
担
を
ど
ち
ら
の
側
に
帰
せ
し
め
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
ア
メ
リ
カ
法
は
明
確
に
債
務
者
に
有
利
な
規
律
を
有
す
る
。
日
本
で
一
部
の
倒
産
実
務
家
を
惹
き
つ
け
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
個
別
的
中
止
命
令
（
民
再
二
六
条
一
項
）
の
発
令
状
況
は
、
わ
ず
か
五
件
で
あ
り
、
包
括
的
禁
止
命
令
（
民
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再
二
七
条
一
項
）
の
発
令
は
、
二
件
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
日
本
で
は
、
債
権
者
の
（
法
的
）
回
収
行
動
が
、
手
続
の

申
立
て
に
よ
り
、
事
実
上
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
てT

hom
as Jackson

教
授
は
、
倒
産
法
基

礎
理
論
を
提
唱
さ
れ
る
際
に
、
債
権
者
の
回
収
行
動
に
よ
る
、
債
務
者
財
産
の
枯
渇
を
重
視
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、『
和
議
法

の
実
証
的
研
究
』
で
、
自
動
的
停
止
の
導
入
に
否
定
的
な
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、「
現
状
で
も
保
全
処
分
は
比
較
的
ゆ
る
や
か
に
発
令

さ
れ
て
お
り
、
申
立
て
に
よ
り
個
別
に
保
全
処
分
の
発
令
を
求
め
る
こ
と
に
し
て
も
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
見
通
し
は
正
し
く
、
民
事
再
生
手
続
の
実
施
に
お
い
て
も
、
な
お
変
わ
ら
ず
存
在
す
る
示
唆
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

権
利
行
使
禁
止
の
観
点
か
ら
、
自
動
的
停
止
の
導
入
の
必
要
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒

産
法
三
六
二
条
の
立
法
資
料
に
お
い
て
、「
自
動
的
停
止
は
、
倒
産
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
債
務
者
保
護
の
基
礎
と
な
る
制
度
」
で
あ

り
、「
債
権
者
に
よ
る
債
権
回
収
に
対
し
て
、
債
務
者
に
一
時
の
猶
予
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
、
な
お
引
き
続
き
検
討

す
る
べ
き
で
あ
る
。
定
型
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
よ
る
保
全
処
分
が
、
事
実
上
、「
自
動
的
に
」
発
令
さ
れ
て
い
る
現
状
か
ら
し
て
も
、「
申

立
て
」
に
付
随
す
る
効
力
と
し
て
、
一
定
の
保
全
処
分
を
許
容
し
て
も
よ
い
よ
う
に
も
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
債
務
者
に
よ
る
民
事
再

生
手
続
利
用
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
提
言
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
和
議
法
の
実
証
的
研
究
』
に
お
け

る
、「
自
動
的
停
止
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
和
議
手
続
に
か
ぎ
っ
て
導
入
す
る
必
然
性
は
な
く
、
他
の
倒
産
手
続
に
つ
い
て
も
同
様
に

考
慮
す
べ
き
こ
と
」
と
い
う
指
摘
に
答
え
る
必
要
が
生
じ
る
。
私
見
と
し
て
は
、
他
の
法
的
整
理
手
続
に
つ
い
て
も
、
区
別
な
く
導
入

す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
私
的
整
理
な
ど
の
倒
産
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
差
異
化
の
た
め
、
こ
う
し
た
権
利
行
使
禁
止
の
効
果

を
広
く
認
め
る
こ
と
が
、
債
務
者
の
手
続
利
用
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
よ
り
深
刻
な
理
論
上
の
問
題
は
、「
裁
判

所
の
判
断
を
介
在
さ
せ
ず
に
申
立
自
体
に
強
力
な
効
果
を
認
め
る
の
は
日
本
の
制
度
に
な
じ
み
が
な
く
、
仮
に
そ
う
す
る
と
す
れ
ば
、

債
務
者
に
対
す
る
監
督
を
も
同
時
に
強
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
が
和
議
制
度
の
本
質
と
整
合
す
る
か
は
疑
問
」
で
あ
る
と
の
指
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摘
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
申
立
て
に
強
力
な
権
利
禁
止
効
（
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
）
を
認
め
る
ア
メ
リ
カ
法
の
検
証
が
必

須
と
な
る
。
裁
判
所
制
度
、
裁
判
官
の
権
限
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
本
質
に
つ
い
て
の
理
論
的
分
析
が
求

め
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
言
及
で
き
な
い
。

　
『
和
議
法
の
実
証
的
研
究
』
お
よ
び
『
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究
』
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
保
全
処
分
に
関
し
て
日
本
法
が

関
心
を
向
け
る
べ
き
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
申
立
て
（
お
よ
び
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
な
さ
れ
る
保
全
処
分
）
の
後
、
債
務
者
は
何

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
権
利
行
使
を
禁
止
す
る
反
射
と
し
て
、
債
務
者
は
何
が

で
き
な
く
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
し
て
も
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
眞
教
授
は
、『
和
議
（
東
京
方
式
・
大
阪
方

式 

倒
産
実
務
研
究
シ
リ
ー
ズ
一
）』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
の
中
で
、
保
全
処
分
の
濫
用
を
防
止
す
る
方
策
と
し
て
、

和
議
手
続
の
取
下
規
制
が
論
じ
ら
れ
た
際
に
、「
債
権
者
は
自
分
で
権
利
を
自
由
に
実
行
で
き
る
は
ず
の
も
の
を
、
し
ば
ら
く
と
め
ら

れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
債
務
者
に
つ
い
て
も
、
申
立
の
取
下
げ
を
制
限
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
均
衡
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
ら
れ
た
。
か
か
る
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
倒
産
手
続
の
重
要
な
機
能
と
し
て
、
権
利
行
使
禁
止
の
効
力
が
ま
ず

措
定
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
権
利
行
使
を
禁
止
さ
れ
る
債
権
者
と
の
均
衡
を
は
か
り
つ
つ
、
債
務
者
が
で
き
る
こ
と
を
考
究
す
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
に
際
し
、
自
動
的
停
止
（
連
邦
倒
産
法
三
六
二
条
）
を
持
ち
つ
つ
、
債
務
者
の
弁
済
行
為
を
規
律
す

る
ル
ー
ル
（
た
と
え
ば
、
連
邦
倒
産
法
一
一
二
九
条
等
）
を
持
つ
、
ア
メ
リ
カ
法
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
次
章
で
は
、
か
か
る

規
律
に
つ
い
て
俯
瞰
し
た
い
。 

（
以
下
、
次
号
）

〔
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
度
全
国
銀
行
協
会
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。〕
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青
山
善
充
編
『
和
議
法
の
実
証
的
研
究
』〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕
二
三
六
頁
（
商
事
法
務
、
一
九
九
八
年
）。
ま
た
こ
の
研

究
の
前
提
と
な
っ
た
重
要
文
献
に
、
東
西
倒
産
実
務
研
究
会
編
『
和
議
（
東
京
方
式
・
大
阪
方
式 

倒
産
実
務
研
究
シ
リ
ー
ズ
一
）』（
商
事
法

務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
六
頁
。

そ
の
概
要
に
つ
い
て
、
山
本
和
彦
「
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究　

連
載
開
始
に
あ
た
っ
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
九
〇
号
一
二
頁
（
二
〇
一
二

年
）
参
照
。
ま
た
、
実
態
調
査
の
内
容
や
方
法
に
つ
い
て
は
、
山
本
研
＝
近
藤
隆
司
＝
畑
宏
樹
「
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究　

第
一
回 

実

態
調
査
の
概
要
（
上
）・（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
九
〇
号
一
四
頁
・
同
九
九
一
号
七
六
頁
（
二
〇
一
二
年
）
お
よ
び
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｂ

Ｌ
九
九
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
一
〇
一
七
号
（
二
〇
一
四
年
）
ま
で
の
各
連
載
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
近
々
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
ま
と

め
た
研
究
書
『
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
が
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

民
事
再
生
研
究
会
に
お
け
る
保
全
処
分
の
分
析
は
、
す
で
に
、
近
藤
隆
司
教
授
と
金
春
教
授
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
（
近
藤
隆
司
＝
金

春
「
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究　

第
六
回 

再
生
手
続
の
申
立
て
・
保
全
措
置
・
手
続
の
開
始
─
保
全
措
置
の
利
用
状
況
を
中
心
に
」
Ｎ
Ｂ

Ｌ
九
九
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
六
頁
以
下
）。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
三
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
三
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
田
頭
章
一
「
和
議
手
続
き
の
機
能
に
つ
い
て
（
一
）
～

（
三
・
完
）」
民
商
一
〇
〇
巻
一
号
八
四
頁
、
二
号
二
四
九
頁
、
三
号
四
一
二
頁
（
一
九
八
九
年
）。
こ
の
和
議
観
に
つ
い
て
、
近
時
、
田
頭
教

授
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
（
同
「
事
前
調
整
型
事
業
再
生
手
続
の
意
義
と
限
界
」
ジ
ュ
リ
一
四
〇
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
一
頁
）。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
五
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
六
頁
─
一
六
七
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
七
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
〇
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
〇
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
二
頁
。
ま
た
、
東
西
倒
産
実
務
研
究
会
編
〔
松
嶋
英
機
発
言
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
三

頁
、
高
木
新
二
郎
「
東
京
で
和
議
が
少
な
い
理
由
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
四
五
号
六
頁
（
一
九
九
〇
年
）。

（
1
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青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
二
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
三
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
四
頁
─
一
七
六
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
五
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
五
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
六
頁
。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
九
頁
参
照
。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
、
松
下
淳
一
『
民
事
再
生
法
入
門
』
三
一
頁
─
三
二
頁

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
八
頁
、
青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
九
頁
参
照
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
九
頁
参
照
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
九
頁
参
照
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
八
二
頁
─
一
八
三
頁
、
青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註

（
1
）
二
三
九
頁
─
二
四
〇
頁
。

東
西
倒
産
実
務
研
究
会
編
〔
家
近
正
直
発
言
〕・
前
掲
註
（
1
）
七
九
頁
。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
、
ま
た
、
青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）

一
八
二
頁
参
照
。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
参
照
。
な
お
、
同
書
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
特
に
和

議
手
続
の
申
立
代
理
人
経
験
者
（
六
四
・
四
％
）
に
よ
っ
て
、
自
動
的
停
止
制
度
の
導
入
が
支
持
さ
れ
て
い
た
（
青
山
善
充
編
〔
五
十
部
豊
久

＝
我
妻
学
〕・
前
掲
註
（
1
）
三
〇
五
頁
─
三
〇
八
頁
）。

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）
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近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
六
頁
以
下
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
七
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
七
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
五
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
八
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
八
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
八
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
六
六
頁
─
一
七
〇
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
八
一
頁
。

こ
う
し
た
事
前
規
制
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、
青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）

二
三
九
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
八
二
頁
─
一
八
三
頁
、
青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註

（
1
）
二
三
九
頁
─
二
四
〇
頁
。

松
下
・
前
掲
註
（
21 

）
三
一
頁
。

岡
正
晶
ほ
か
「
座
談
会
「
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究
」
を
踏
ま
え
て
（
下
）
─
─
実
務
の
視
点
、
理
論
か
ら
の
疑
問
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
一

七
号
四
四
頁
以
下
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
八
頁
。

近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
。

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
47
）

（
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）

（
49
）

（
50
）
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青
山
善
充
編
〔
五
十
部
豊
久
＝
我
妻
学
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
八
四
頁
。

青
山
善
充
編
〔
五
十
部
豊
久
＝
我
妻
学
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
八
四
頁
、
二
八
六
頁
。

青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
七
四
頁
─
一
七
六
頁
。

た
と
え
ば
、
鹿
子
木
康
編
・
東
京
地
裁
民
事
再
生
実
務
研
究
会
著
『
民
事
再
生
の
手
引
（
裁
判
実
務
シ
リ
ー
ズ
四
）』（
商
事
法
務
、
二
〇

一
二
年
）
参
照
。
保
全
処
分
の
濫
用
防
止
の
た
め
、
申
立
て
か
ら
開
始
ま
で
の
期
間
を
で
き
る
限
り
短
縮
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ

た
（
東
西
倒
産
実
務
研
究
会
編
〔
四
宮
章
夫
発
言
〕・
前
掲
註
（
1
）
七
八
頁
）。

Charles J. T
abb, T

H
E LA

W
 O

F BA
N

K
RU

PT
CY

 2 nd, at 244 (Foundation Press, 2009).

権
利
行
使
の
禁
止
に
つ
い
て
、
藤
本

利
一
『
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
倒
産
法
』〔
藤
本
利
一
＝
野
村
剛
司
編
〕
二
五
三
頁
─
二
五
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

Id.
Id.
Id.
H

.R. Rep. N
o. 595, 95 th Cong., 1 st Sess. 340 (1977).

T
abb, supra note 55 at 245.

Id. at 244.
Id. at 245.

こ
の
よ
う
に
、
自
動
的
停
止
は
、
一
時
的
な
（interim

）
権
利
行
使
の
禁
止
を
定
め
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
（Id. at 

244, 289.

）。
こ
う
し
た
権
利
行
使
禁
止
の
効
果
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
免
責
の
許
可
が
必
要
と
な
る
（
連
邦
倒
産
法
五
二
四
条
⒜
）

（Id.

）。
免
責
は
、
そ
れ
を
永
続
化
（perm

anent

）
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
免
責
に
は
、
個
人
の
破
産

免
責
だ
け
で
な
く
、
再
建
型
手
続
に
お
け
る
権
利
変
更
を
も
含
む
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
藤
本
利
一
・
前
掲
註
（
55
）
二
六
一
頁
参
照
）。

Id.
Id.
Id.
Id.
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

（
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）
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近
藤
隆
司
＝
金
春
・
前
掲
註
（
4
）
六
九
頁
─
七
〇
頁
。

伊
藤
眞
教
授
は
、
弁
済
禁
止
の
保
全
処
分
に
つ
い
て
、「
現
実
的
な
機
能
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
債
権
者
に
対
す
る
取
立
禁
止
と
い
う
機

能
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
（
東
西
倒
産
実
務
研
究
会
編
〔
伊
藤
眞
発
言
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
〇
九
頁
）。
債
権
者
に
対
す

る
権
利
行
使
禁
止
の
効
力
と
、
債
務
者
に
対
す
る
弁
済
禁
止
の
効
力
の
関
係
如
何
に
つ
い
て
、
重
要
な
示
唆
で
あ
り
、
理
論
で
詰
め
る
べ
き
問

題
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
の
自
動
的
停
止
で
は
、
法
的
措
置
を
伴
わ
な
い
、
事
実
上
の
債
権
回
収
行
動
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

債
権
回
収
の
た
め
に
電
話
を
し
た
り
、
メ
ー
ル
を
送
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
手
段
行
使
に
際
し
、
弁
済
を
「
ほ
の
め
か
す
」
こ
と
す
ら
許
さ

れ
ず
、
違
反
し
た
場
合
に
は
裁
判
所
侮
辱
に
該
当
す
る
と
い
わ
れ
る
（
連
邦
倒
産
法
三
六
二
条
（
ａ
）（
6
）
参
照
。T

abb, supra note 55 
at 271-273, 1017-1018.

な
お
、
拙
稿
・
前
掲
註
（
55
）
二
六
一
頁
も
参
照
）。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
か
の
地
で
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
債
務
者
に
対
す
る
弁
済
禁
止
の
効
果
の
み
か
ら
、
か
か
る
規
制
を
導
く
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、

困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

T
hom

as Jackson, T
H

E LO
GIC A

N
D

 LIM
IT

S O
F BA

N
K

RU
PT

CY
 LA

W
 (Beard Books, 2001). 

日
本
法
に
お
け
るJack-

son

教
授
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
水
元
宏
典
『
倒
産
法
に
お
け
る
一
般
実
体
法
の
規
制
原
理
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
の
研
究
が
有
益
で

あ
る
。
水
元
教
授
の
議
論
は
、
実
体
的
規
律
に
絞
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
近
時
、
手
続
的
規
律
を
も
視
野
に
入
れ
た
注
目
す
べ
き
論
考
が

あ
る
（
佐
藤
鉄
男
「
倒
産
手
続
の
目
的
論
と
利
害
関
係
人
」
田
原
睦
夫
先
生
古
稀
・
最
高
裁
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
現
代
民
事
法
の
実
務
と

理
論
（
下
巻
）』
三
〇
頁
（
き
ん
ざ
い
、
二
〇
一
三
年
）。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
八
頁
。

H
.R. Rep. N

o. 595, 95 th Cong., 1st Sess. 340 (1977).

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
七
頁
。

法
的
整
理
手
続
と
私
的
整
理
の
関
係
に
つ
い
て
、
田
頭
・
前
掲
註
（
6
）
各
論
文
参
照
。
ま
た
、
私
的
整
理
の
た
め
の
保
全
処
分
、
い
わ

ゆ
る
「
独
立
保
全
処
分
」
の
構
想
に
つ
い
て
、
青
山
善
充
編
〔
松
下
淳
一
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
八
三
頁
─
一
八
四
頁
。

青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・
前
掲
註
（
1
）
二
三
七
頁
─
二
三
八
頁
。

東
西
倒
産
実
務
研
究
会
編
〔
伊
藤
眞
発
言
〕・
前
掲
註
（
1
）
一
一
〇
頁
。
な
お
、
青
山
善
充
編
〔
伊
藤
眞
＝
三
谷
忠
之
＝
山
本
和
彦
〕・

前
掲
註
（
1
）
二
三
九
頁
、
ま
た
前
掲
註
（
69
）
も
参
照
。

（
68
）

（
69
）

（
70
）

（
71
）

（
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）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）


